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建設工事に関わる 
競争入札参加資格審査申請書提出要領 

 
当社が行なう建設工事に関わる競争入札に参加される方は、事前に当社の競争入札参

加資格を取得していただく必要があります。ついては、下記要領に従い競争入札参加資

格審査申請書及び関係書類を提出して、資格取得の手続きを行なってください。 
 
１．資格要件 

 競争入札参加資格審査申請書を提出することができる方の資格要件は、次のと

おりです。 
(1) 営業に関し法令上許可・登録等を必要とする業種にあっては、これを受けてい

ること。 
(2) 関係法令の規定による営業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を現に受

けていないこと。 
(3) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

でないこと。 
(4) 当社より競争入札参加資格の取消処分を受けた者で、その処分の期間を経過し

ていない者でないこと。 
(5) 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３条第１項の規

定による建設業の許可を受けている者であること。 
(6) 建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営事項審査を受けた者（競争入

札参加資格審査申請書提出日の 1 年 7 ヶ月以内の日を審査基準日として審査さ

れていること）であること。 
(7) 工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者（いずれも法に定める経営業務の管

理責任者及び営業所専任技術者以外であること）を専任で配置できる状況にあ

ること。 
  (8) 現場代理人を工事現場に常駐できること。   
  
２．申請書受付 

(1) 受付期間： 土・日曜日及び当社休日を除き、随時受付けます。 
(2) 受付時間： 午前１０時から午後４時まで 
(3) 受付場所： 〒105-0012 

東京都港区芝大門一丁目１番３０号 芝ＮＢＦタワー 
日本地下石油備蓄株式会社 
総務部契約課 
電話番号 03-3432-7584 

(4) 申請方法： 競争入札参加資格審査申請書及び必要書類を 
持参又は郵送すること。（FAX は不可） 

 
 



－ 2 － 

３．申請書配布 
(1) 日本地下石油備蓄株式会社 総務部契約課 

東京都港区芝大門一丁目１番３０号 芝ＮＢＦタワー 
(2) 当社ホームページに掲載（http://www.chikabi.co.jp/）  

 
４．提出書類 

(1) 競争入札参加資格審査申請書提出書類一覧表 
(2) 競争入札参加資格審査申請書（建設工事）（様式第１号） 
(3) 資格審査申請工種一覧表（建設工事）（様式第３号） 

(4) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 
経営事項審査結果通知書の審査基準日が競争入札参加資格審査申請書提出日の

1 年 7 ヶ月以内の日で最新のものの写しを提出してください。なお、新しい通知

を受けた場合は、その都度、速やかに写しを提出してください。 
(5) 建設業許可証明書等 

建設業法第３条第１項に定める建設業許可証明書又は許可通知書で、申請日の

直近のものの写しを提出してください。なお、許可が更新された場合は、その

都度新しい許可証明書等の写しを提出してください。 
(6) 営業所一覧表（建設工事）（様式第４号） 

様式第４号の末尾にある記載要領に従って記載してください。 
(7) 技術職員名簿 

経営事項審査に添付した最新の技術職員名簿の写しを A４判に調整し提出して

ください。 
(8) 工事経歴書（建設工事）（様式第６号） 

競争入札参加資格審査を申請する建設工事の種類ごとに作成すること。 
競争入札参加資格審査申請書提出日の直前 2 年間の主な完成工事及び直前２年

間に着手した主な未完成工事について記載すること。 

下請工事については、「注文者」の欄には元請業者名を記載し、「工事名」の欄

には下請工事名を記載すること。 

請負代金の額は、消費税を含まない最終請負額を記入してください。 

工事内容は、具体的に内容がわかるように記入してください。 
(９) 営業経歴書 

会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所（地

域を代表して主に契約を締結する本店、支店、営業所等）の所在状況について

の記載を含んだ書類で、競争入札参加資格審査申請書提出日の直前１年以内に

作成したものを提出してください。 
(10) 財務諸表類 

競争入札参加資格審査申請書提出日の直前１年間の事業年度分に係わる貸借対

照表、損益計算書、利益金処分（損失処理）計算書又は株主資本等変動計算書

を提出してください。 
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(11) 登記事項証明書等 
競争入札参加資格審査申請書提出日の直前３か月以内に発行されたもの。 

(12) 印鑑証明書 
原本を提出してください。 

(13) 納税証明書（その３の３） 

ア 納税地の税務署により提出日直前に発行されたもの。 

イ 「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の納期到来分について、 

  未納の税額がないことの証明書。 

(14) 委任状（様式第８号） 

代表者が継続的に、入札・見積・契約締結並びに代金の請求及び受領に関する

権限等を、代理人に委任する場合に提出してください。 

(15) 銀行振込依頼書（様式第９号） 

 
＊ (1)から(15)までの書類を各一部提出してください。 
＊ ファイル、紐、ホッチキス等で綴じないでください。 

 
５．提出書類記載事項変更届 

申請書提出後、記載事項について変更があった場合は、その都度、競争入札参加資

格審査申請書変更届（様式第１０号）を提出してください。 
 
６．資格審査結果 

資格審査の結果、適格者と判断された場合には、登録番号、建設工事の種類毎の資

格等級及び資格の有効期間を記した「競争入札参加資格認定通知書」を、又資格を

有する者として認められない者には「競争入札参加資格不適格通知書」を、送付い

たします。 
 

７．資格の喪失及び取消し 
(1) 資格の喪失 

資格者が法令の規定により許可等を必要とする業務につき、当該許可等の取消

し等の処分を受けた場合には、資格が失われます。 
(2) 資格の取消し 

資格者が次のいずれかに該当するときは、資格が取り消されることがあります。 
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をした場合 
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格

の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した場合 
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた場

合 
エ 契約の適正な履行を確保するため必要な監督又は検査の実施に当たり社員

の職務の執行を妨げた場合 
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オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった場合 
カ 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に

当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した場合 
キ 申請書又はその添付書類に故意に虚偽の事実を記載したことが明らかにな

った場合 
 
 

申請書類記載注意事項 
 
１．競争入札参加資格審査申請書（建設工事）（様式第１号） 

(1) 代表者名で申請してください。「申請者」欄の住所、商号及び代表者職氏名等は

ゴム印でも構いません。ふりがなを必ずふってください。 
(2) 申請者の印は、印鑑証明書と同一の印を押印してください。 
(3) 当社の入札に対応する、主たる担当者の氏名等を「担当者」の欄に記入してく

ださい。 
 

２．営業所要件 
申請書類に係る営業所とは、次に掲げる用件を具備しているものとします。 
(1) 営業所としての事務室が設置されていること。 
(2) 営業所にかかる必要書類の提出がなされていること。 
(3) 常時営業活動の体制が整っていること。 
 

３．委任状（様式第８号） 
代表者が入札･契約等の権限を支店長等に継続的に委任する場合は、委任状を提出し

てください。委任期間は、資格登録の有効期間までとします。 
委任者の印は、様式第１号の申請者印と同様に、印鑑証明書と同一の印を押印して

ください。 
受任者の印は、受任者の個人印（三文判）で構いません。 
 

以上 


